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  市街地での緑の減少は、生活にゆとりと潤いを与える良好な自然環境の喪失をもた

らすだけでなく、都市のヒートアイランド現象を発生させる要因の一つともなって

います。 

また、ヒートアイランド現象による夏季の気温上昇は、エネルギーの消費量を増大

させ、ひいては、地球温暖化を助長する結果を招いています。 

  一方で、緑は温室効果ガスである二酸化炭素を吸収し、私たちの生命に欠くことの

できない酸素を作り出す力を持っています。 

  これらのことから、市街地の緑化を促進するため、都市公園の整備や街路の緑化等

の公共空間の緑化と併せて、市街地の大部分を占める民有地の緑化を一層促進する

必要があります。 

  このため、本市では、「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例」の中に緑化

の推進を盛り込み、一定規模以上の建築物の新築等を行おうとする建築主に対し、緑

化計画書の提出を求め、建築物とその敷地に一定割合以上の緑化をしていただくこ

とにしました。 

本手引は、この緑化計画書作成のよりどころとして活用してもらえるよう、緑化の

義務付けの基準や必要書類の作成、留意事項などを解説しました。 

この手引にそって条例に基づく緑化を適正に行ってくださるようお願いします。 

        

平成２１年（2009 年）７月 

                       広島市都市整備局緑化推進部 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

は じ め に 

本手引は条例に基づき、緑化計画等の作成に際して初めての方でも分かり易い

ように纏めておりますが、判断に迷うようなことがありましたら担当者までお問

い合わせください。なお、「資料編④ 緑化推進制度Ｑ＆Ａ」に過去の問合せの一

部も載せていますので参考にしてください。 
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（１）「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例」に基づく都市緑化の推進 

 対象区域内において、敷地面積が一定規模以上の建築物の新築、改築又は増築（以

下「新築等」という。）をしようとする建築主に対して、当該建築物の敷地面積に一

定の割合以上の緑化を義務付ける条例が制定されました。施行日は、平成２２年

（2010年）４月１日です。 

 この日以降、建築確認の申請又は計画の通知を行う建築主に、緑化計画書や緑化

工事完了届出書の提出をしていただく必要があります。 

 

（２）緑化計画書の提出が必要な行為 

ア 対象となる区域 

   以下に掲げる市街化区域と将来市街化区域への編入が想定される区域を対象

としています。 

(ｱ) 市街化区域（都市計画法第７条第１項） 

(ｲ) 市街化調整区域内に含まれる地区計画（都市計画法第１２条の４第１項第１

号）の区域（市街地として計画されている区域の面積が２０ヘクタール以上の

地区整備計画の区域に限る。）内で施行された開発行為又は土地区画整理事業に

より造成された区域 

(ｳ) 公有水面の埋立てに係る区域（市街化区域に隣接するものに限ります。） 

 

イ  計画書の提出が必要な行為 

建築物（建築基準法第２条第１号に規定する建築物）に係る次の表に掲げる行

為で、敷地面積（建築基準法施行令第２条第１項第１号に規定する敷地面積）が

１,０００平方メートル以上のものが対象になります。 

 

   

 

 

  

計画書の提出が 

必 要 な 行 為 
説       明 

新  築 敷地面積が１,０００㎡以上のもの 

 

（既存の建築物の敷地内において行う新築等の場合にあっては、 

当該新築等に係る部分の床面積の合計が当該既存の建築物の 

床面積の合計の２０％を超える場合が対象です。） 

改  築 

増  築 

本 編 

 
１ 緑化計画書の提出が必要な行為 
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（３）緑化計画書の提出が不要な行為 

 

   次の建築物及びその敷地については、本条例の適用外です。 

   

ア 工場立地法第６条第１項の特定工場の用に供する建築物 

 

イ 国又は地方公共団体が管理する公園又は緑地内に建築される建築物 

 

ウ 建築基準法第３条第１項に規定する建築物又は同法第８５条に規定する仮設

建築物 

 

エ 消防法第１０条第１項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所であって、その建

築物の敷地の全部について消防法第１１条第１項の規定による許可が行われ

たもの 

 

オ 火薬類取締法第１２条第１項の火薬庫 

 

カ 道路、鉄道又は軌道で高架のものの下に存する建築物 

 

キ その他市長が定める建築物 

 

 

なお、「（２）イ  計画書の提出が必要な行為」で説明しているように、「既存の建

築物の敷地内において行う新築等の場合で、当該新築等に係る部分の床面積の合計

が当該既存の建築物の床面積の合計の２０％以下のもの」は、提出が不要です。 

 

     ※ 不明な点がある場合は、担当者までお問い合わせください。  



- 3 - 

 

 

 

（１）手続きの流れ 

手続きの流れは下図のとおりです。本市の担当窓口は、都市整備局 緑化推進部 緑

政課 花と緑の施策係（電話 082-504-2396）です。緑化計画書が必要な建築計画が

あるときはできるだけ早めにご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

特定緑化建築主 【担当窓口】緑化推進部
緑政課・花と緑の施策係 

緑化計画の立案 事 前 相 談 協  議 

緑化計画書の作成 

緑化率確認通知書 通 知 書 の 受 理 

工  事  着  手 

緑化計画の変 更 
（軽微な変更を除く） 

緑化計画書変更届出書 
の作成 

緑化計画書変更届出書 
の受理・審査 

工  事  完  了 

 

 

 

 

変更部分の工事着手 

確認申請又は計画通知
の予定日の７日前まで 

変更工事着手予定
日の７日前まで 

書類の不備等 

 

２部提出 
(第９号様式) 

書類の不備等    是正指導等 

  通  知 通 知 書 の 受 理 

 

 

確認申請又は計画通知
の予定日の 30日前を
目安にできるだけ早め
にご相談ください 

緑化率確認済 証 

内容の不備等   是正指導等 

 交  付 確 認 済 証 の 受 理 

※緑化率確認通知書・確認済書を直接受け

取ることができない場合は、返信用封筒等

を送付してください。（送料は申請者負担） 

緑化工事完了後、 
速やかに 

緑化計画書の受理・審査 

２ 手続きの流れ 

緑化率確認通知書 

２部提出 
(第 10 号様式) 

緑化工事完了届出書 

の受理・審査・検査 

緑化工事完了届出書の作成 

是正指導等 

通  知 

２部提出(第８号様式) 

 



- 4 - 

 

 

 

（２）手続き内容の説明 

 

ア  事前相談 

   手続きを円滑に進めるために、緑化計画書を作成する前（建築確認申請又は計

画通知の予定日の３０日前を目安にできるだけ早め）に、計画の内容について担

当窓口に相談してください。 

なお、来庁される場合は、事前に担当者と日程調整を行ってください。 

 

イ 緑化計画書の提出等 

   「緑化計画書（第８号様式）」は、建築確認申請又は計画通知の予定日の７日前

までに２部（正・副）提出してください。 

なお、来庁される場合は、事前に担当者と日程調整を行ってください。 

内容の審査を行い、対象となる特定緑化建築物等の緑化率が条例で定めた割合

以上であると認められれば、「緑化率確認通知書」とともに受付印を押した副本を

返却します。 

   

ウ 緑化計画書変更届出書の提出等 

  工事着手後、緑化計画の変更が生じた場合には、変更工事着手予定日の７日前

までに「緑化計画書変更届出書（第９号様式）」を２部（正・副）提出してくださ

い。 

なお、来庁される場合は、事前に担当者と日程調整を行ってください。 

内容の審査を行い、同様に緑化率が条例で定めた割合以上であることが確認で

きれば、「緑化率確認通知書」とともに受付印を押した副本を返却します。 

   

エ 緑化工事完了（工事取りやめ）届出書の提出等 

  工事完了後又は工事を取りやめた時は、速やかに「緑化工事完了（工事取りや

め）届出書（第１０号様式）」を２部（正・副）提出してください。 

なお、来庁される場合は、事前に担当者と日程調整を行ってください。 

緑化工事完了の場合、この届出書に基づき現地の確認等を行い、緑化計画書の

とおりであると認められれば、「緑化率確認済証」とともに受付印を押した副本を

返却します。 
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（１）最低限確保しなければならない緑化率 

緑化率は、建築物に適用される建ぺい率の最高限度による区分ごとに定められた

次の表の割合以上としなければなりません。この手引に従って算出した緑化率がこ

の割合以上となるよう計画してください。      

注：この表において「建ぺい率の最高限度」とは、建築基準法第５３条の規定によ

る建ぺい率の最高限度です。緑化計画における建ぺい率の最高限度とは、建築

確認の申請又は計画の通知と同じ値です。 

  

（２）緑化率について 

緑化率は、当該建築物の敷地面積に対する緑化施設等面積の占める割合です。 

 

 

       

ただし、次ページの「４（１）イ 敷地面積の特例」に該当する部分について

は、敷地面積から当該部分の面積を控除することができます。 

 

【建築基準法第５３条の規定による建ぺい率について補足説明】 

ア 建築基準法第５３条第１項の規定に基づき、都市計画において地域または区域

内の建ぺい率が定められていますが、防火地域内にある耐火建築物や街区の角に

ある敷地等については同条第３項及び第４項の規定により建ぺい率の制限が緩

和される場合があります。 

イ 建築基準法第５３条第２項の規定では、敷地が建ぺい率の制限を受ける地域又

は区域の２以上にわたる場合は、各地域に属する敷地面積の割合に応じて建ぺい

率を計算します。 

例えば、建ぺい率 50％の土地が 400㎡、建ぺい率 80％の土地が 600㎡の場合 

敷地面積＝400㎡＋600㎡＝1,000㎡ 

建ぺい率の最高限度＝50％×400㎡/1,000㎡＋80％×600㎡/1,000㎡＝68％ 

ゆえに、緑化率の最低限度は１０％となります。 

 

※ 上記に基づく建ぺい率の算出に当たって、不明な点がある場合は各区建築課に

お問い合わせください。 

区        分 
緑化率の 
最低限度 

建ぺい率の最高限度が４０％以下の建築物の敷地 ２０％ 

建ぺい率の最高限度が４０％を超え、５０％以下の建築物の敷地 １５％ 

建ぺい率の最高限度が５０％を超え、７０％以下の建築物の敷地 １０％ 

建ぺい率の最高限度が７０％を超える建築物の敷地 

５％ 
建築基準法の規定による建ぺい率に関する制限を受けない建築物の

敷地 

３ 緑化計画の要件 

 

 

×１００ 緑化率（％）＝ 
緑化施設等面積 

敷 地 面 積

積 
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（１）敷地面積の算出方法 

ア 敷地面積 

緑化率の算出に用いる敷地面積は、建築基準法の規定による建築確認の申請又

は計画の通知と同じ値です。 

イ  敷地面積の特例 

    次に掲げる施設の部分については、敷地面積から控除することができます。 

    敷地から控除した区域内で、緑化率の最低限度以上になるように緑化をしてく

ださい。なお、控除の運用を受ける場合には、その範囲及び面積が確認できる資

料を提出してください。 

 

 (ｱ)  学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等

教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）の敷地のうち、運動場その他

屋外の運動施設 

 

 

 

 

 (ｲ)  工場における煙突、変電設備その他の工場の稼動に必要な屋外にある施設 

 

 

 

 

 (ｳ)  港湾法第２条第５項第２号の外郭施設 

 

 

 

 

(ｴ) 消防法第１０条第１項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所（以下「製造所等」

という。）（その建築物の敷地の全部について消防法第１１条第１項の規定による

許可が行われたものを除く） 

 

 

 

 

   (ｵ)  その他市長が定める施設 

     次に掲げるものを特例の対象とします。 

    

 

 

 

     ※ 不明な点がある場合は、担当者までお問い合わせください。 

 

トラック、テニスコート、野球場その他の球技場、その他これに類する施設を

含んだ運動場及びプールの水平投影面積 

煙突、変電設備、圧力タンク、クレーン敷地、排水浄化施設、その他工場の稼

動に必要な屋外にある施設の水平投影面積 

防波堤、防砂提、防潮堤、導流提、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁の

水平投影面積 

マンション等に設置されたちびっこ広場及び保育園等の運動広場における裸

地部分の水平投影面積 

４ 敷地面積及び緑化施設等の種類別面積の算出方法 

消防法第１０条第１項に規定する製造所等であって、消防法第１１条第１項の

規定により許可を受けた範囲（製造所等及び政令で規定する空地） 
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【(ｱ)及び(ｵ)における運動場等内に緑化施設を設けた場合の取扱い】 

 緑化施設を設けた場合の控除及び緑化施設面積については、以下のとおりです。 

 

 

 

                        

                         

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                         

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                         

                       

 

 

 

 

 

 

 

※ 運動場その他屋外の運動施設内の緑化施設を緑化施設面積に含めない場合は、 

「控 除 面 積：Ｂ、控除後の敷地面積：Ａ－Ｂ、緑化施設面積：Ｄ」となります。 

 

敷地 Ａ㎡ 

運動場等 Ｂ㎡ 

 

敷地 Ａ㎡ 

運動場等 Ｂ㎡ 

樹木 C㎡ 

敷地 Ａ㎡ 

運動場等 Ｂ㎡ 

緑化施設 

 D㎡ 

緑化施設 

 D㎡ 

緑化施設 

 D㎡ 

控 除 面 積：Ｂ－Ｃ 

控除後の敷地面積：Ａ－(Ｂ－Ｃ） 

緑化施設面積：Ｃ＋Ｄ 

建 築 物 

建
築
物 

建
築
物 

建
築
物 

建 築 物 

建 築 物 

植込区画 C㎡ 

 

控 除 面 積：Ｂ－Ｃ×４ 

控除後の敷地面積：Ａ－(Ｂ－Ｃ×４） 

緑化施設面積：Ｃ×４＋Ｄ 

控 除 面 積：Ｂ－Ｃ 

控除後の敷地面積：Ａ－(Ｂ－Ｃ） 

緑化施設面積：Ｃ＋Ｄ 

樹木による緑化(植込区画がある場合) 

グラウンド緑化 

樹木による緑化 

グラウンド緑化 

C㎡ 
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(注 2)
 

（２）緑化施設等の種類別面積算出方法 

緑化施設等は、建築物敷地内の空地や屋上を含む屋外に設けられるものが面積算

出の対象となります。具体的には以下の要領で算出してください。 

 

ア 樹木等による緑化施設 

(ｱ) 樹木等による緑化 

樹木等で被われている部分の水平投影面積（植込区画がある場合は区画の外

縁をなす土留等を含む） 

      

樹木等の高さに応じた緑化施設の換算面積は次の表のとおりです。 

注：保全された樹木（既存樹木）等も緑化施設です。 

 

 

 

  【樹木等による緑化施設面積について】 

   

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

種 別 樹木等の高さ 換算面積（ｒ＝半径） 

高 木 
及び 
中 木 

４.０m以上 １４㎡  （ｒ＝２.１m） 

２.５m以上４.０m未満 ８㎡  （ｒ＝１.６m） 

１.０m以上２.５m未満 ４㎡  （ｒ＝１.１m） 

低 木 
及び 
地被類 

１.０m未満 
樹冠の水平投影面積又は植込区画の
水平投影面積の内、いずれか大きい
面積 

(注 1)：「種別」は、説明上、便宜的に設けた区分です。 
(注 2)：高木及び中木の換算面積とは、樹木等の高さに応じて、上表の半径の円形の樹

冠を持つものと見なした面積です。緑化計画平面図には上表の半径の円で表示
してください。 

樹冠部等が重なっていない場合 樹冠部等が重なっている場合 

緑化施設面積 

＝14.0×2＋8.0×1＋10.0 

 

緑化施設面積 

＝14.0×2＋8.0×1＋10.0-A-B-C 

樹高：高さ 4.0m以上 

樹高：2.5m以上 4.0m未満 

樹高：1.0m未満 

１４㎡ 

8 ㎡ 

１0 ㎡ 

１0 ㎡ 

１４㎡ 
8 ㎡ 

B ㎡ A ㎡ 
C ㎡ 

※樹冠部が重なっている場合や樹冠部と

低木・地被類が重なっている場合は、重

複して緑化施設面積に算入することはで

きません。 

(注 1)
 

１４㎡ 

１４㎡ 
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植込区画内に高さ１ｍ未満の樹木等を植栽した場合 

棚物で緑化した場合 

緑化施設面積＝A×B 

（棚の水平投影面）

積） 

 

緑化施設面積＝A×B 

（棚の水平投影面）

積） 

 

延長Ａ 

延

長

B 
緑化施設面積 

＝A×B（植込区画の 

外縁をなす土留等 

を含む） 
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(ｲ)  芝その他地被植物による緑化 

芝その他の地被植物で表面が被われている部分の水平投影面積（植込区画

がある場合は区画の外縁をなす土留等を含む） 

 

注：樹木（高さ１ｍ以上のもの）の樹冠部と重なっている場合、重複して緑化

施設面積に算入することはできません。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 花壇その他これに類するものによる緑化 

草花やその他これに類する植物が、生育するための土壌その他の資材で表

面が被われている部分の水平投影面積（植込区画がある場合は区画の外縁を

なす土留等を含む） 

 

注１：樹木（高さ１ｍ以上のもの）の樹冠部と重なっている場合、重複して緑

化施設面積に算入することはできません。 

注２：年間を通じて適宜植え替えを行う場合、相当の期間（おおむね６か月

以上）植物が植栽された状態にあることが必要です。 

注３：緑化工事完了時に、植え付け（播種、球根植付も可）がされているもの

に限ります。播種、球根植付の場合は、芽吹きの状態等、現地での検

査の際に確認が可能であることが必要です。 

注４：菜園も同様に扱います。 

注５：プランター等を使用する場合は、その容量が１００リットル以上のも

のに限ります。 

 

 

駐車場を芝等で緑化した場合 

緑化施設面積＝A×B×緑化可能な割合（注） 
 

(注）駐車場内の緑化の場合、芝等の保護材が必要となりますが、真

上から見た露出部分の割合で計算してください。 

その際、保護材のカタログ等形状が判別でき、緑被率が分かる

ものを添付してください。保護材は面積に含まれません。 

延 

長 

B 

延長 A 
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(ｴ) 樹木その他の植物と一体となって設けられるものについて 

a 水流、池その他これらに類するもの 

水流等の水平投影面積 

注１：樹木（高さ１ｍ以上のもの）の樹冠部と重なっている場合、重複し

て緑化施設面積に算入することはできません。 

注２：単独で設けられた浅く直線的なものや水泳プールのような人工的

な流れ、水面は含みません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 園路、土留その他施設 

園路等の水平投影面積 

注１：樹木（高さ１ｍ以上のもの）の樹冠部と重なっている場合、重複し

て緑化施設面積に算入することはできません。 

注２：園路、土留（植込区画の外縁をなすものを除く）、樹木その他の植

物と一体となった小規模な広場、緑化施設と一体となった散水用

配管、排水溝、ベンチ等（以下「園路等」と言う。）も含みます。 

注３：「ア 樹木等による緑化施設」と次の「イ 壁面緑化施設」の合計

の４分の１を超えて算入することはできません。 

注４：樹木その他の植物と一体となって自然的景観を形成している園路

等を設けて緑化施設面積に参入する場合、その面積割合が分かる

資料を添付してください。 

 

 

 

 

注：建築物の内部空間に設けられるアトリウムなどの緑化施設は対象となりませ

んが、マンションなどの入口等の庇及びピロティの下にあるものは対象となり

ます。ただし、水分条件など植物が良好に生育できるものに限ります（降雨時

に十分な吹込みが期待できるものや、自動灌水設備を設けたものなど）。 

 

  

緑化施設面積に算入できない場合 緑化施設面積に算入できる場合 

樹木その他の植物と一体となって自然的
環境を形成しているもの 

池の水際が自然的環境を有していない
噴水などの人工的な水面や流れ 

ひさし 
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イ 壁面緑化施設 

つる性植物等を用い建築物の外壁を緑化する場合（木本の植物に限ります） 

 

【補助資材がない場合（図１、図２参照）】  

 緑化施設面積＝緑化しようとする外壁の水平方向の長さの合計×１ｍ                    

 

 

 

 

 

 

【補助資材がある場合（図３参照）】  

    緑化施設面積＝補助資材で被われている面積          

 

  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参 考） 

補助資材種別 資 材 に 適 し た 植 物 

格子状資材 
(金網・ネット) 

巻きひげ型(ﾆﾝﾆｸｶｽﾞﾗ､ﾋﾞｸﾞﾉﾆｱ､ﾄｹｲｿｳ､ﾌﾞﾄﾞｳ類など)、巻きつる型(ｶﾛﾗｲﾅ
ｼﾞｬｽﾐﾝ､ｽｲｶｽﾞﾗ､ﾋﾞﾅﾝｶｽﾞﾗ､ﾂｷﾇｷﾆﾝﾄﾞｳ､ﾃｲｶｶｽﾞﾗなど)、巻き葉柄型(ｸﾚﾏﾁｽ､
ｶｻﾞｸﾞﾙﾏまど) 

面的資材(ﾔｼｶﾞﾗﾏｯﾄ・
不繊布など) 

付着根型(ｱﾒﾘｶﾂﾙﾏｻｷ､ｵｵｲﾀﾋﾞ､ｷﾂﾞﾀ､ﾃｲｶｶｽﾞﾗ､ﾍﾃﾞﾗ･ﾍﾘｯｸｽ､ﾍﾃﾞﾗ･ｶﾅﾘｴﾝｼｽ､
ﾅﾂﾂﾞﾀなど)、付着盤型(ﾋﾞｸﾞﾉﾆｱ､ﾅﾂﾂﾞﾀなど) 

植栽基盤型(ﾎﾟｯﾄ差
込み、ﾌﾟﾗﾝﾀｰなど) 植物の制限なし 

【補助資材がない場合】 
 
緑化施設面積＝ 
(A+B)×1.0m 

 

補助資材とは、植物を建築物の外壁に固定するための格子状の資材や面的資

材等をいいます。（補助資材の詳細がわかる図面、カタログ等を添付してくだ

さい。） 

① 施工時につる性植物の長さが１ｍに満たない場合であっても、算出は１ｍ
として行います。（長さが１ｍ以上あっても１ｍとします。）  （図１） 

 
② 緑化した部分が重なる（地上部からの緑化と屋上からの緑化が水平投影上

重なった場合など）場合には、重複して算出します。     （図２） 

もくほん 

図１ 図２ 図３ 

延長 A 

延長Ｂ 延長Ｃ 

延長 A 

延長 B 

延
長
E 

延長 D 

【補助資材がない場合】 
 
緑化施設面積＝ 
(A+B+C)×1.0m 

 

【補助資材がある場合】 
 
緑化施設面積＝D×E 
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※ 面積算出の留意事項 

道路境界線から５ｍ以内の区域に設けられた「ア 樹木等による緑化施設」と

「イ 壁面緑化施設」において敷地の外部から容易に見ることができるものにつ

いては、面積を５割増し（面積を１.５倍）できます。その際、緑化計画平面図に

５ｍのラインがわかるように図示してください。なお、樹高１.０m以上の樹木に

ついては、幹の中心が５ｍ以内の区域にある場合が対象です。   

 

注：道路とは公共団体が管理する公共の道路（里道は除く）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【道路境界線から５ｍ以内の緑化施設面積を５割増しできる場合の基準】 

低木及び地被類の場合、「敷地の外部から容易に見ることができるもの」について

は、誰もが緑の恩恵を享受できるよう、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路側 建築側 

H 

原則、Ｈ=100㎝以下とする 

(子供(身長 120㎝と仮定)でも容易に見ることができる) 

【ケース１】 

原則、Ｈ=50㎝以下とする 

(子供(身長 120㎝と仮定)でも容易に見ることができる) 

【ケース２】 

ブロック塀等 

H 

道路側 建築側 

道 路 

緑化施設面積＝（２５+８）×１.５＋（１４+１０+４） 

 

 

建 築 物 

凡  例 

樹高：4.0m 以上 

樹高：2.5m 以上 4.0m 未満 

樹高：1.0m 以上 2.5m 未満 

樹高：1.0m 未満 

４㎡ 
１４㎡ 

１０㎡ 

８㎡ 
２５㎡ 

５
ｍ
 

 

ブロック積等 



- 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：上記基準を満たしていることが判別できるもの（断面図や平面図上での明示等）

を添付してください。 

※ 上記基準は低木及び地被類を植栽する場合であり、高木・中木を植栽する場合

など不明な点がある場合は、担当者までお問合せください。 

 

ウ 太陽光発電装置その他再生可能エネルギーを利用したエネルギーの供給装置 

太陽光発電装置その他再生可能エネルギーを利用したエネルギーの供給装置

の水平投影面積（注） 

 

 

 

 

 

注：樹木（高さ１ｍ以上のもの）の樹冠部と重なっている場合、重複して緑化施設

等面積に算入することはできません。 

 

道路側 

ブロック積等 

H 

建築側 

H 

ブロック塀等 

ブロック積等 

建築側 道路側 

道路側 

H 

  

【ケース４】 

原則、高さの規定はない 

原則、Ｈ=50㎝以下 

(Ｈ=ブロック塀等＋ブロック積等の高さ) 

【ケース５】 

原則、Ｈ=100㎝までの部分とする 

(勾配に関係なく、Ｈ=100㎝までの水平投影面積) 

【ケース３】 

原則、Ｈ=100㎝以下とする 

(覗き込まなくても視界にいる範囲) 

道路側 建築側 

種子吹付等 

建築側 

（注）太陽光発電装置等を屋根部分に直置き又は屋上部分に設置する場合は、屋根勾配や

装置の架台の勾配を考慮して水平投影面積を算出してください。例えば、勾配角度が

θであれば、緑化施設等面積＝太陽光発電装置等面積×COSθとなります（屋根伏図等

に寸法を明記した太陽光発電装置等を明示した場合の面積は、縦×横となります。）。そ

の際、製品のモジュールや架台の形状が分かるカタログや図面を添付してください。 

 

 

【ケース６】 
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（１）提出時期 

緑化計画書は、建築確認申請又は計画通知の予定日の７日前までに提出してくだ

さい。 

 

（２）緑化計画書の作成要領 

「緑化計画書（第８号様式）」に以下の書類を添付し、２部（正・副）提出してく

ださい。 

緑化計画書の内容を審査、確認した後、緑化率確認通知書とともに受付印を押し

た副本を返却します。 

 

「緑化計画書（第８号様式）」は、本市のホームページ（https://www.city.hiro

shima.lg.jp/）のフロントページの「事業者向け情報」→「公園・緑化」→「緑化

事業」の「緑化推進・緑地保全」→「緑化推進制度」→「緑化推進制度 条例・規

則、様式、手引」からダウンロードできます。 

 

ア 敷地面積及び緑化施設等面積算出表（様式の「添付資料」） 

「緑化施設等面積」の計は小数点第２位を切り捨て、小数点１位までを記入し

てください。 

 

イ 付近見取図 

区域の位置及び方位を表示し、規模に応じてわかりやすい縮尺にしてください。 

敷地の範囲、所在地、位置を特定できる道路や建築物などを記入してください。 

 

ウ 敷地面積求積図等 

敷地の面積求積図及び延べ床面積（増築工事の場合は既存建築物の延べ床面積

も）の分かる図面（延べ床面積については建築計画概要書でも可）を添付してく

ださい。 

 

エ 緑化計画平面図  

緑化計画平面図は必要に応じて地上部と建築物上の図面を分けるなどしてくだ

さい。なお、図面には、距離等が確認できるように必ず縮尺を明記してください。 

その際、緑地の位置、面積、植栽内容（樹木等の種類、本数、高さ、寄植の場合

の１㎡当たりの植付株数など）を明示してください。 

なお、高さ１ｍ以上の樹木を換算面積で算出する場合は、換算面積の半径の円

で表示してください。緑化施設面積は申請敷地内に設けられるものが対象であり、

高木などの樹冠が敷地外にはみ出したものを含めることはできません。 

また、緑化施設面積を５割増しする場合は、道路境界から５ｍのラインがわか

るように図示してください。 

 

 

 

 

５ 緑化計画書の作成・提出要領 
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オ 断面図 

道路境界線から５ｍ以内の緑化施設面積を５割増しする場合は、敷地の外部か

ら容易に見ることができるか判断できるように道路と緑化施設との関係が分かる

断面図を添付してください。その際、断面の位置を平面図上に表示してください。 

なお、官民境界ブロックや透過性の高いネットフェンスなどを平面図上に明示

し、明らかに上記判断ができる場合は不要です。 

また、植栽地に勾配がある場合なども各部分の位置関係が判るよう、適宜、断

面図を添付してください。 

 

カ 立面図 

壁面緑化を行う場合には、必ず添付してください。その他必要に応じて作成し

てください。 

 

キ 緑化施設等求積図 

三斜求積やＣＡＤ等を用い、求積表を図中に図示又は別紙として添付してくだ

さい。その際、面積の確認ができるよう、図面に寸法（面積）及び縮尺の記入をお

願いします。縮小した図面を添付する場合は、縮小率が分かるように必ず明示し

てください（例えば、A2 ｻｲｽﾞ→A3 ｻｲｽﾞなどの表示）。 

また、樹木その他の植物と一体となる砂利敷き、景石等を緑化施設として設け

る場合等は、その面積割合が分かる資料を添付してください。 

 

ク 建築関係図面 

建築概要の分かる図面として、立面図を添付してください。 

太陽光発電装置その他再生可能エネルギーを利用したエネルギーの供給装置を

屋根や屋上部分に設置する場合は、面積の根拠となるよう、屋根伏図を添付して

ください。また、製品のモジュールや架台の形状が分かるカタログ又は図面を添

付してください。 

 

ケ 建ぺい率確認資料 

  用途地域の区域等が２以上にわたり、建ぺい率を面積案分により算出する場合

は、数量の確認できる図面等の資料を添付し、計算結果を明記してください。 

 

※作成に際しては、「６ 緑化計画書及び添付図面の記入例」を参考にして下さい。 

また、巻末の「⑤ 緑化計画書等作成 チェックリスト」もご利用ください。    
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（１）緑化計画書 

 

第８号様式 

緑 化 計 画  書  

                                       令和〇年〇月〇〇日 

（あて先）広島市長 

                       住  所 〒730－○○○○ 

                             広島市中区国泰寺○丁目○－○ 

                       （フリガナ）  ヒロシマミドリ カブシキカイシャ 

氏  名  広島みどり株式会社 
ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ   ヒロシマ ミドリ 

 代表取締役 広島 みどり  

                           （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例第２９条第１項の規定により、次のとおり提出します。 

備考 １ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

２ ※印のある欄は、記載しないでください。 

３ 新築等には、増築及び改築を含みます。 

４ 添付資料「敷地面積及び緑化施設等面積算出表」、付近見取図、緑化計画平面図、断面図、立面図、敷地の求積図

その他市長が必要と認める図書を添付してください。 

特定緑化

建築物等 

名 称 グリーンストアー○○○○ 

所 在 地 〒730-○○○○ 広島市中区基町○〇番○○号 

 

特定緑化 

建築物等 

の 概 要 

工 事 種 別 □新築        ☑増築        □改築 

床 面 積 
新築等に係る部分 

１，０２０．３４ ｍ２ 

既存建築物の床面積の合計(既存建築物の敷地内

で行う場合)      ６５４．２８ ｍ２ 

敷 地 面 積 １，８７６．５４ ｍ２ 用 途    物販店舗 

建 ぺ い 率 の 

最 高 限 度 
８０ ％ 

実 際 の 

建 ぺ い 率 
    ３５．５６ ％ 

緑化施設

等の概要 

緑化施設の面積 
地上部 

84.3 ｍ２ 

屋上 

ｍ２ 

壁面 

 5.1 ｍ２ 

合計 

 89.4 ｍ２ 
必要な緑化面

積 

1,876.54 ㎡×5% 

＝ 93.8 ｍ２ 

太 陽 光 発 電 

装置等の面積 

 

ｍ２ 

 

5.8 ｍ２ 

 

ｍ２ 

 

5.8 ｍ２ 

合 計 
 

84.3 ｍ２ 

 

5.8 ｍ２ 

 

 5.1 ｍ２ 

 

95.2 ｍ２ 

確 認 申 請 予 定 日 等 令和 元年 ６月 １日 

工 事 着 手 予 定 日 令和 元年 ７月 １日 

工 事 完 了 予 定 日 令和 ２年 ３月２０日 

 

緑化施設
等の管理 

維 持 管 理 
☑管理者が自主管理 □専門業者に委託 □部分委託 

□その他（                ） 

管理者名 

グリーンストアー○○

○○ 
か ん 水 施 設 

地上部□自動☑手動  壁面 □自動☑手動 

屋上 □自動☑手動 

連絡先 

名称･担当部署 
・担当者氏名 

グリーンストアー○○○○ 施設管理部 広島きみどり 

住     所 〒730-○○○○ 広島市中区基町○〇番○○号 

 

 

電 話 番 号 ０８２－２２８－○○○○     ＦＡＸ番号 ０８２－２２８－○○○○ 

※受付欄 ※特記欄 

記 入 例 

６ 緑化計画書及び添付図面の記入例 

求積図又は地積測量図等、数

量の確認資料を添付してく

ださい。 

数量の確認できる図面又は資料

（建築計画概要書等）を添付し

てください。 

管理者が決定していない場合は、

「未定」としてください。 

「緑化施設等の概要」

欄の面積は、小数点第

２位を切り捨て、小数

点１位までを記入し

てください。 

申請内容について

協議のできる担当

者を明記してくだ

さい。 

 

用途地域の区域等が２以上にわた

り、面積案分により算出する場合は、

数量の確認できる図面等資料を添付

してください。 
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添付資料 

敷地面積及び緑化施設等面積算出表  

 

１ 必要な緑化面積算出に用いる敷地面積 

区   分 敷地面積(ｍ２) 備 考 

敷地面積 （Ａ） 1,876.54  

敷地面

積から

除く部

分の面

積 

   

   

   

   

   

計 （Ｂ）   

規則で定める部分の面積を除いた敷地面積（Ａ－Ｂ） 1,876.54  

  

 

２ 緑化施設等面積 

区 分 計     算     式 
緑化施設等

面積(ｍ２) 
備 考 

地上部 

高さ 4m 以上 14.0×2 28.0  

高さ 2.5m 以上 4m 未満 8.0×2×1.5+8.0×1 32.0  

高さ 1m 未満 16.25×1.5 24.37  

    

    

計 （Ｃ） 84.3  

屋上 

太陽光発電装置 5.83 

 

5.83 

 

 

    

    

    

    

計 （Ｄ） 5.8 

 

 

壁面 

壁面緑化 5.1 5.1  

    

    

    

    

計 （Ｅ） 5.1  

合  計 （Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 95.2  

※ 計は、少数点第２位を切り捨て、小数点第１位までを記入してください。 

記 入 例 

計算式は、項目が多くて煩雑となる場合や「緑化施設等求積図」により確認

できる場合は「別紙」としてください。 

「４（１）イ 敷地面積の特例」に

該当する施設がある場合に計上 



- 19 - 

 

（２）付近見取図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）緑化計画平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

中区基町○〇番○○号 

市

道 

中

○

区

○

号

線 ○○銀行 

市道中○区○号線 

５
ｍ

 

S=1:○○○ 

 

ハ 
ヒ 

 

壁面緑化 

 

 

記号   名 称   形状寸法   数 量  備 考 

          H  C  W 

    ｸｽﾉｷ   4.0-0.3-1.5   2 本   ｸ 

   ﾊﾅﾐｽﾞｷ  2.5-0.1-0.6   3 本 ﾊ 

ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ  0.5 － 0.5 16.25 ㎡  4 株/㎡ 

壁面緑化        5.10 ㎡ 

 

ﾋ 

a 

a 

建 築 物 

記 入 例 

記 入 例 

ク 

ク 

ハ 

ハ ハ 
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（４）断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）立面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S=1:○○ 

S=1:○○ 

 

 

1.0m 

1.1m 

 

建 築 物  

5.3m 

a 断面 a 

建 築 物 

5
.1

m
 

市道中○区○号線 

5
.1

m
 

太陽光発電装置 

太陽光発電装置 

記 入 例 

記 入 例 

壁
面
緑
化

 

壁
面
緑
化
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（６）屋根伏図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）緑化施設等求積図 

 

 

 

 

  

 

  
ヒ 

1
.1

m
 

1
.3

m
 

12.5m 5
ｍ

 

 

 
5.3m 

市道中○区○号線 

壁面緑化 

太陽光発電装

置 

 1.0m×5.1m 

道路境界線から５メートル以内の区域 

記号   区 分      計算式    面積(㎡) 備 考 

その他の区域 

高さ 1.0m 未満 

         8.0×2×1.5    24.00 

 ③               1.3×12.5×1.5  24.37 

 

高さ 2.5m 以上 
4m 未満 

 
ﾋ 高さ 1.0m 未満 

記号   区 分     計算式     面積(㎡) 備考 

   高さ 4.0m以上    14.0×2     28.00  

            8.0×1       8.00 

  壁面緑化     1.0×5.1    5.10 

   太陽光発電装置   1.1×5.3      5.83 

ｸ 

高さ 2.5m以上 
4m 未満 

ﾊ 
 

ﾊ 
 

S=1:○○○ 

     計             48.37 

 

   計                46.93 

 
   区  分         計算式      面積(㎡) 

地上部 植栽     48.37＋28.00＋8.00   84.3 

壁面 壁面緑化                  5.1 

屋上 太陽光発電装置            5.8 

    計                     95.2 

 

S=1:○○○ 

      1.1×5.3  5.83 ㎡ 

記号   名 称   形状寸法   数 量  備 考 

太陽光 
発電装置   

1
.1

m
 

5.3m 

太陽光発電装置 

建 築 物 

建 築 物 

記 入 例 

ク 

ク 

ハ 

ハ ハ 
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（１）提出時期 

緑化計画書変更届出書は、変更工事着手予定日の７日前までに提出してください。 

                  

（２）緑化計画書変更届出書の作成要領 

「緑化計画書変更届出書（第９号様式）」に変更する図面を添付し、２部（正・副）

提出してください。なお、「緑化計画書の提出」欄の「受付番号」は公印番号ではな

く、「緑化計画書」の「※受付欄」にスタンプしている印の番号（第〇—○○号）で

す。 

図面には、距離等が確認できるように必ず縮尺を明記してください。また、緑化

施設等の面積は小数点第２位を切り捨て、小数点１位までを記入してください。 

緑化計画書変更届出書及び図面は、変更箇所がわかるように変更箇所を全て朱書

きにするなどしてください。 

なお、変更がない図面については、提出の必要はありません。 

 

緑化計画書変更届出書の内容を審査、確認した後、緑化率確認通知書とともに受

付印を押した副本を返却します。 

緑化計画書変更届出書（第９号様式）は、本市のホームページからダウンロード

できます（掲載場所は ５（２）記載に同じ）。 

 

【緑化計画書変更届出書の提出が不要な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 申請者名及び特定緑化建築物等の名称変更のみの場合も、緑化計画書変更届出

書の提出が必要です。その場合は、９号様式「緑化計画書変更届出書」のみの提

出で結構です（添付資料は不要）。 

なお、不明な点がある場合は、担当者までお問い合わせください。 

 

（説 明）「緑化施設等の形状を変更せずに緑化施設等面積が減少しないもの」について 

 

 

 

 

 

  

① 特定緑化建築物等の敷地面積及び建築面積の変更を伴わない変更であっ
て、緑化施設等の形状を変更せずに緑化施設等面積が減少しないもの 

 
② 緑化計画書に記載した確認申請予定日等、工事の着手予定日又は工事完

了予定日の変更（当該工事の着手予定日又は完了予定日の前後１年以内
の日を変更後の工事着手予定日又は完了予定日とする変更に限る） 

 
③ 樹種の変更のみ 

７ 計画に変更が生じた時の手続き 

(説 明) 

 

 
 

 

 計画の形状は変化せず、一部が増加したもの

と見なし、変更届出は不要（増加部分の面積が

分かるように明示してください。） 

 計画の形状は変化しないが、新たな緑地が追

加されており、変更届出が必要 

変更により 
増加する区域 変更により 

増加する区域 

変更前緑化施設等 変更前緑化施設等 
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（１）提出時期 

緑化工事完了後又は工事を取りやめた時は、速やかに提出してください。 

 

（２）緑化工事完了（工事取りやめ）届出書の作成要領 

「緑化工事完了（工事取りやめ）届出書（第１０号様式）」に緑化完了平面図及び

写真（写真の撮影位置・方向が分かるように緑化完了平面図に明示してください。）

を添付し、２部（正・副）提出してください。なお、「緑化計画書の提出」欄の「受

付番号」は公印番号ではなく、「緑化計画書」の「※受付欄」にスタンプしている印

の番号（第〇—○○号）です。また、緑化施設等の面積は小数点第２位を切り捨て、

小数点１位までを記入してください。 

なお、太陽光発電装置その他再生可能エネルギーの供給装置を設置し、現地の立

入検査が物理的に困難な場合は、設置枚数等が確認できる写真を添付してください。 

完了届出書に基づいて下記「立入検査」を実施し、計画通りであることを確認し

た場合、緑化率確認済証とともに受付印を押した副本を返却します。 

「緑化工事完了（工事取りやめ）届出書（第１０号様式）」は、本市のホームペ

ージからダウンロードできます（掲載場所は ５（２）記載に同じ）。 

 

（３）立入検査等 

ア 立入検査 

緑化工事が提出された計画どおりに行われているか、現地の立入検査等を行い

ます。 

イ 勧告 

以下のような場合には、市長は必要な措置を講ずるよう勧告することができま

す。 

(ｱ) 緑化計画書を提出しない場合、又は虚偽の記載をして提出をした場合 

(ｲ) 緑化計画書の変更の届出、工事完了の届出をしない場合、又は虚偽の記載を

して届出をした場合 

(ｳ) 提出された計画の内容又は緑化工事完了（取りやめ）届出書の内容が、緑化

基準に適合しないと認められる場合 

(ｴ) 求められた報告や資料の提出をしない場合 

ウ 公表 

勧告を受けた者が勧告に従わない場合には、「氏名、住所等」を公表することが

あります。 

 

（４）維持管理 

樹木等は植栽したら完了ではありません。その後の健全な生育を果たすためには

適切な維持管理に努めていただかなくてはなりません。それでも、樹木等が枯損等

した場合には、速やかに植え替えるようにしてください。 

また、芝生による緑化については、芝刈りはもちろん、雑草防除などの管理が必

要となります。整備費が安価だという理由から整備し、経年後、維持管理において

苦慮されている事例が見受けられます。将来、困らないように維持管理まで考慮し

た緑化計画を立てるよう、お願いします。  

８ 工事完了等の届出及び緑化施設の維持管理 
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第８号様式 

緑 化  計 画 書  

                                  令和   年   月   日 

（あて先）広島市長 

                       住  所 〒 

                       （フリガナ） 

氏  名                      

                          （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例第２９条第１項の規定により、次のとおり提出します。 

特定緑化

建築物等 

名 称  

所 在 地 〒 

 

特定緑化 

建築物等 

の 概 要 

工 事 種 別 □新築        □増築        □改築 

床 面 積 
新築等に係る部分 

ｍ２ 

既存建築物の床面積の合計(既存建築物の敷地内

で行う場合)              ｍ２ 

敷 地 面 積 
 

ｍ２ 用 途  

 
建 ぺ い 率 の 

最 高 限 度 

 
％ 

実 際 の 

建 ぺ い 率 
 

％ 

緑化施設

等の概要 

緑化施設の面積 
地上部 

ｍ２ 

屋上 

ｍ２ 

壁面 

ｍ２ 

合計 

ｍ２ 
必要な緑化

面積 

㎡× % 

＝  ｍ２ 

太 陽 光 発 電 

装置等の面積 

 

ｍ２ 

 

ｍ２ 

 

ｍ２ 

 

ｍ２ 

合 計 
 

ｍ２ 

 

ｍ２ 

 

ｍ２ 

 

ｍ２ 

確 認 申 請 予 定 日 等 令和   年   月   日 

工 事 着 手 予 定 日 令和   年   月   日 

工 事 完 了 予 定 日 令和   年   月   日 

緑化施設
等の管理 

維 持 管 理 
□管理者が自主管理 □専門業者に委託 □部分委託 

□その他（                ） 
管理者名 

 

 か ん 水 施 設 
地上部 □自動□手動  壁面 □自動□手動 

屋上  □自動□手動 

連絡先 

名称･担当部署 
・担当者氏名  

住     所 〒 

 電 話 番 号 －   －     ＦＡＸ番号 －   －     

※受付欄 

 

 

 

※特記欄 

 

 

 

備考 １ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

２ ※印のある欄は、記載しないでください。 

３ 新築等には、増築及び改築を含みます。 

４ 添付資料「敷地面積及び緑化施設等面積算出表」、付近見取図、緑化計画平面図、断面図、立面図、敷地の求積図

その他市長が必要と認める図書を添付してください。 

 

 

資 料 編 

 

専緑緑 016 21.7 A4 5 年保存 

① 各種様式 
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添付資料 

敷地面積及び緑化施設等面積算出表  

 

１ 必要な緑化面積算出に用いる敷地面積 

区   分 敷地面積(ｍ２) 備 考 

敷地面積 （Ａ）   

敷地面

積から

除く部

分の面

積 

   

   

   

   

   

計 （Ｂ）   

規則で定める部分の面積を除いた敷地面積（Ａ－Ｂ）   

 

 

２ 緑化施設等面積 

区 分 計     算     式 緑化施設等面積(ｍ２) 備 考 

地上部 

      

    

    

    

      

計 （Ｃ）    

屋上 

      

    

    

    

      

計 （Ｄ）    

壁面 

      

    

    

    

      

計 （Ｅ）    

合  計 （Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）   

 

 

 
専緑緑 016 21.7 A4 5 年保存 
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第９号様式 

緑化計画書変更届出書  

                                  令和   年   月   日 

（あて先）広島市長 

                       住  所 〒 
                       （フリガナ） 

氏  名                      

                          （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 
 

広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例第２９条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

特定緑化
建築物等 

名 称  

所 在 地 
〒 
 

変 更 内 容 の 概 要  

特定緑化 
建築物等 
の 概 要 

工 事 種 別 □新築        □増築        □改築 

床 面 積 
新築等に係る部分 

ｍ２ 
既存建築物の床面積の合計(既存建築物の敷地内

で行う場合)              ｍ２ 

敷 地 面 積 
 

ｍ２ 用 途 
 

 

建 ぺ い 率 の 
最 高 限 度 

 
％ 

実 際 の 
建 ぺ い 率 

 
％ 

緑化施設
等の概要 

緑化施設の面積 
地上部 

ｍ２ 
屋上 

ｍ２ 
壁面 

ｍ２ 
合計 

ｍ２ 
必要な緑化
面積 
 

㎡× % 
＝  ｍ２ 

太 陽 光 発 電 
装置等の面積 

 
ｍ２ 

 
ｍ２ 

 
ｍ２ 

 
ｍ２ 

合 計 
 

ｍ２ 
 

ｍ２ 
 

ｍ２ 
 

ｍ２ 

確 認 申 請 予 定 日 等 令和   年   月   日 

工 事 着 手 予 定 日 令和   年   月   日 

工 事 完 了 予 定 日 令和   年   月   日 

緑化施設
等の管理 

維 持 管 理 
□管理者が自主管理 □専門業者に委託 □部分委託 

□その他（                ） 

 

 

管理者名 
 
 か ん 水 施 設 

地上部 □自動□手動  壁面 □自動□手動 

屋上  □自動□手動 
緑 化 計 画 書 の 提 出 提出日 令和   年  月  日  受付番号 

連絡先 

名称･担当部署 
・担当者氏名 

 

住     所 
〒 
 

電 話 番 号 －   －     ＦＡＸ番号 －   －     

※受付欄 
 
 
 
 
 
 

※特記欄 
 
 
 
 
 
 

備考 １ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

２ ※印のある欄は、記載しないでください。 

３ 新築等には、増築及び改築を含みます。 

４ 変更しようとする事項に係る図面等を添付してください。 

 

 

専緑緑 017 21.7 A4 5 年保存 
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添付資料 

敷地面積及び緑化施設等面積算出表  

 

１ 必要な緑化面積算出に用いる敷地面積 

区   分 敷地面積(ｍ２) 備 考 

敷地面積 （Ａ）   

敷地面

積から

除く部

分の面

積 

   

   

   

   

   

計 （Ｂ）   

規則で定める部分の面積を除いた敷地面積（Ａ－Ｂ）   

 

 

２ 緑化施設等面積 

区 分 計     算     式 緑化施設等面積(ｍ２) 備 考 

地上部 

      

    

    

    

      

計 （Ｃ）    

屋上 

      

    

    

    

      

計 （Ｄ）    

壁面 

      

    

    

    

      

計 （Ｅ）    

合  計 （Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）   

 

専緑緑 017 21.7 A4 5 年保存 
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第１０号様式 

緑化工事完了（工事取りやめ）届出書 

                                  令和   年   月   日 

（あて先）広島市長 

                       住  所 〒 

                       （フリガナ） 

氏  名                      

                          （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例第３０条の規定により、次のとおり届け出ます。 

特定緑化
建築物等 

名 称  

所 在 地 
〒 
 

届 出 区 分 □工事完了      □工事取りやめ 

特定緑化 
建築物等 
の 概 要 

床 面 積 
新築等に係る部分 

ｍ２ 
既存建築物の床面積の合計(既存建築物の敷地内

で行う場合)              ｍ２ 

敷 地 面 積 
 

ｍ２ 用 途 
 

 

建 ぺ い 率 の 
最 高 限 度 

 
％ 

実 際 の 
建 ぺ い 率 

 
％ 

緑化施設
等の概要 

緑化施設の面積 
地上部 

ｍ２ 
屋上 

ｍ２ 
壁面 

ｍ２ 
合計 

ｍ２ 
必要な緑化
面積 
 

㎡× % 
＝  ｍ２ 

太 陽 光 発 電 
装置等の面積 

 
ｍ２ 

 
ｍ２ 

 
ｍ２ 

 
ｍ２ 

合 計 
 

ｍ２ 
 

ｍ２ 
 

ｍ２ 
 

ｍ２ 

確 認 申 請 日 等 令和   年   月   日 

工 事 着 手 日 令和   年   月   日 

工 事 完 了 日 
（工事を取りやめた日） 

令和   年   月   日 

緑化施設
等の管理 

維 持 管 理 
□管理者が自主管理 □専門業者に委託 □部分委託 

□その他（                ） 
管理者名 
 
 か ん 水 施 設 

地上部 □自動□手動  壁面 □自動□手動 

屋上  □自動□手動 
緑 化 計 画 書 の 提 出 提出日 令和   年  月  日  受付番号 

連絡先 

名称･担当部署 
・担当者氏名 

 

住     所 
〒 
 

電 話 番 号 －   －     ＦＡＸ番号 －   －     

※受付欄 
 
 
 
 
 

※特記欄 
 
 
 
 
 

備考 １ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

２ ※印のある欄は、記載しないでください。 

３ 新築等には、増築及び改築を含みます。 

４ 緑化工事完了届出の場合は、添付資料「敷地面積及び緑化施設等面積算出表」、緑化完了平面図及び写真を添付してく

ださい。 

 

 

  
専緑緑 018 21.7 A4 5 年保存 
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敷地面積及び緑化施設等面積算出表  

 

１ 必要な緑化面積算出に用いる敷地面積 

区   分 敷地面積(ｍ２) 備 考 

敷地面積 （Ａ）   

敷地面

積から

除く部

分の面

積 

   

   

   

   

   

計 （Ｂ）   

規則で定める部分の面積を除いた敷地面積（Ａ－Ｂ）   

 

 

２ 緑化施設等面積 

区 分 計     算     式 緑化施設等面積(ｍ２) 備 考 

地上部 

      

    

    

    

      

計 （Ｃ）    

屋上 

      

    

    

    

      

計 （Ｄ）    

壁面 

      

    

    

    

      

計 （Ｅ）    

合  計 （Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）   

 

 
専緑緑 018 21.7 A4 5 年保存 
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この手引で使用している用語の意味や内容は次のとおりです。（五十音順） 

種別 語  句 解       説 

う 植込区画 
土留等で区画された土地であって、緑化施設でおおむね

被われるもの 

お 温室効果ガス 

条例と規則では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハ

イドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化

硫黄、三ふっ化窒素 

か 
外郭施設 

港湾に必要な水域を確保し、波浪・津波・高波・漂砂を遮

蔽し、港湾施設や港湾背後地の保全を図ることで、港湾機能

を円滑に発揮させる施設 

かん水 樹木などの植物に水やりすること 

け 建築物 
建築基準法第２条第１号に規定する建築物及び同条第２

号に規定する特殊建築物 

こ 公有水面 
国が所有する河、海、湖、沼、その他公共の用に供する水

流・水面 

さ 再生可能エネルギー 

条例、規則及びエネルギー環境指針では、太陽光、水力

（揚水式は含まない）、風力、バイオマス、地熱その他化石

燃料を熱源とする熱以外のエネルギーのうち原子力等を除

いたものであり、絶えず資源が補充されて枯渇することの

ないエネルギー 

し 

市街化区域 

都市計画法に基づき、すでに市街地を形成している区域

及びおおむね１０年以内に優先的、計画的に市街化を図る

べき区域 

市街化調整区域 都市計画法に基づき、市街化を抑制すべき区域 

敷地 

敷地は、建築基準法施行令第１条第１号に規定するもの 

また、敷地面積の算出方法は、建築基準法施行令第２条第

１項第１号に定めるところによる 

樹冠 樹木の枝や葉の茂っている部分 

樹木 地上部の一部が木質化している植物（木本）、タケを含む 

せ 
政令で規定する 

空地 

政令（危険物の規制に関する政令）で規定する保有空地

（延焼防止及び消防活動のために建築物その他の工作物の

周囲に設ける空地）、給油取扱所における給油空地（自動車

等の給油のための出入りのスペース）及び注油空地（灯油、

軽油等の詰替えのためのスペース） 

② 用語解説 
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ち 

地球温暖化 

人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室

効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、

地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象 

地区計画 
都市計画法に基づき、住民の合意により、それぞれの地区

の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画 

地区整備計画 
地区計画の区域において定められる、用途の制限などに

関する具体的な計画 

地被類 芝、ササ類、草本類など地表を低く被う植物 

貯蔵所 
指定数量以上の危険物を貯蔵するために、消防法第１１

条の許可を受けた施設 

と 

特定緑化建築物等 
当該条例に基づき、緑化施設等を設ける建築物及びその

敷地 

取扱所 
指定数量以上の危険物を取り扱うために、消防法第１１

条の許可を受けた施設 

ひ 
ヒートアイランド 

現象 

空調機器や自動車などから排出される人工排熱の増加

や、地表面の人工化（道路舗装、建築物などの増加による）

によって都心部の気温が郊外に比べて高くなる現象 

ほ 補助資材 
植物を建築物の外壁に固定するための格子状の資材や面

的資材等 

も 木本 地上部の一部が木質化している植物 

り 

緑化 
地面や人工的に造った植栽基盤を、樹木や地被植物で被

うこと 

緑化施設 

植栽、花壇その他の緑化のための施設（可動式のものにあ

っては、容量１００リットル以上のものに限る。）及び敷地

内の保全された樹木等（既存樹木等）並びに樹木等と一体と

なって設けられる水流、池その他これらに類するもの 

また、これらに附属して設けられる園路、土留その他の施

設 

緑化施設等 

上記緑化施設及び太陽光発電装置その他再生可能エネル

ギーを利用したエネルギーの供給設備（空地、屋上その他の

屋外に設けられるもの） 

緑化施設等面積 
緑化施設等面積とは、本手引の「４（２）緑化施設等の種

類別面積算出方法」に基づき算出した面積の合計 

緑化率 緑化施設等面積の敷地面積に対する割合 
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広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則 

 

目次 

 第１章 総則（第１条～第６条） 

 第２章 地球温暖化対策等 

  第１節 事業活動に係る地球温暖化対策等（第７

条～第１３条） 

  第２節 自動車に係る地球温暖化対策等（第１４

条～第１９条) 

  第３節 建築物に係る地球温暖化対策等（第２０

条～第２６条） 

  第４節 緑化の推進による地球温暖化対策等（第

２７条～第３２条） 

  第５節 再生可能エネルギーの利用による地球

温暖化対策等（第３３条～第３７条） 

  第６節 その他の地球温暖化対策等（第３８条～

第４３条） 

 第３章 雑則（第４４条～第４９条） 

 附則 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は，広島市環境の保全及び創造に関

する基本条例（平成１１年広島市条例第１３号）の

基本理念にのっとり，地球温暖化対策等の推進に

ついて，本市，事業者，市民及び滞在者の責務を明

らかにするとともに，地球温暖化対策等の基本と

なる事項を定めることにより，地球温暖化対策等

を総合的かつ計画的に推進し，もって現在及び将

来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与する

ことを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の

意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 地球温暖化対策等 地球温暖化（人の活動に伴

って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果

ガスの濃度を増加させることにより，地球全体と

して，地表及び大気の温度が追加的に上昇する現

象をいう。）の防止を図るための施策，ヒートアイ

ランド現象の緩和を図るための施策その他環境

への負荷の低減を図るための施策をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，広島市地球温暖化対策等の推進に関

する条例（平成２１年広島市条例第３１号。以下「条例」

という。）の施行について必要な事項を定めるものとす

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例及び同条例施行規則対照表 
（総則及び緑化の推進関連分） 
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 (2) 温室効果ガス 二酸化炭素，メタン，一酸化二

窒素その他規則で定める物質をいう。 

 (3) 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生

する温室効果ガスを大気中に排出し，放出し，若

しくは漏出させ，又は他人から供給された電気若

しくは熱（燃料又は電気を熱源とするものに限

る。）を使用することをいう。 

 (4) 温室効果ガスの排出の抑制等 温室効果ガス

の排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化，人

工排熱の抑制，地表面の温度の上昇の抑制その他

環境への負荷の低減をいう。 

 (5) 再生可能エネルギー 太陽光，水力，風力その

他規則で定めるエネルギーをいう。 

 （本市の責務） 

第３条 本市は，地球温暖化対策等を総合的かつ計画

的に策定し，及び実施する責務を有する。 

２ 本市は，自らの事務及び事業に関し，温室効果ガ

スの排出の抑制等のために必要な措置を講ずるも

のとする。 

３ 本市は，事業者，市民（本市の区域内に住所又は

居所を有する者及び本市の区域内に存する事業所

に勤務する者又は学校に在学する者をいう。以下同

じ。）又は滞在者が温室効果ガスの排出の抑制等に

関して行う活動の促進を図るため，情報の提供その

他の必要な措置を講ずるものとする。 

 （事業者の責務） 

第４条 事業者は，その事業活動に関し，温室効果ガ

スの排出の抑制等のための措置（他の者の温室効

果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含

む。）を自主的かつ積極的に講ずるよう努めるとと

もに，本市が 実施する地球温暖化対策等に協力

しなければならない。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は，その日常生活に関し，温室効果ガス

の排出の抑制等のための措置を自主的かつ積極的

に講ずるよう努めるとともに，本市が実施する地

球温暖化対策等に協力しなければならない。 

 （滞在者の責務） 

第６条 滞在者は，その滞在中の活動に関し，温室効

果ガスの排出の抑制等のための措置を自主的かつ

積極的に講ずるよう努めるとともに，本市が実施

する地球温暖化対策等に協力しなければならな

い。 

 

（温室効果ガス等）  

第２条 条例第２条第２号の規則で定める物質は，

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成

１１年政令第１４３号）第１条各号に掲げるハイ

ドロフルオロカーボン，同令第２条各号に掲げる

パーフルオロカーボン，六ふっ化硫黄及び三ふっ

化窒素とする。  

 

 

 

 

２  条例第２条第５号の規則で定めるエネルギー

は，バイオマス（動植物に由来する有機物であって

エネルギー源として利用することができるもの

（原油，石油ガス，可燃性天然ガス及び石炭並びに

これらから製造される製品を除く。）をいう。）を

熱源とする熱，地熱その他化石燃料以外のエネル

ギーのうち市長が定めるものをいう。  

 

（第３条から第１２条まで 省略） 
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第２章 地球温暖化対策等 

第１節 事業活動に係る地球温暖化対策等 

（省略） 

第２節 自動車に係る地球温暖化対策等 

（省略） 

第３節 建築物に係る地球温暖化対策等 

 （建築物に係る環境への配慮） 

第２０条 建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以

下同じ。）の新築，増築又は改築（以下「新築等」

という。）をしようとする者は，当該建築物につい

て，環境への配慮に関する措置を適切に講ずるよ

う努めなければならない。 

２ 建築物の所有者及び管理者は，当該建築物につい

て，環境への配慮をした適切な維持管理をするよう

努めなければならない。 

 

（第２１条から第２６条まで 省略） 

 

第４節 緑化の推進による地球温暖化対策等 

 （緑化の推進） 

第２７条 土地又は建築物の所有者及び管理者は，温

室効果ガスの排出の抑制等のため，当該土地又は

建築物の緑化の推進に努めなければならない。 

 （特定緑化建築物等の緑化） 

第２８条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第７条第１項の市街化区域その他規則で定める区

域内においては，敷地面積が１，０００平方メート

ル以上の建築物の新築等（既存の建築物の敷地内

において行う新築等の場合にあっては，当該新築

等に係る部分の床面積の合計が当該既存の建築物

の床面積の合計の１０分の２以下のものを除く。）

をしようとする者（以下「特定緑化建築主」とい

う。）は，当該新築等に係る建築物及びその敷地（以

下「特定緑化建築物等」という。）の緑化率を，別

表の左欄に掲げる区分に応じ，それぞれ同表の右

欄に定める割合以上としなければならない。 

２ 前項の「緑化率」とは，建築物及びその敷地に係

る緑化施設（植栽，花壇その他の緑化のための施設

及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属

して設けられる園路，土留その他の施設をいう。）及

び太陽光発電装置その他再生可能エネルギーを利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （特定緑化建築物等の緑化） 

第１３条 条例第２８条第１項に規定する規則で定める区

域とは，次に掲げるものとする。 

 (1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第

１項の市街化調整区域内に含まれる同法第１２条の４

第１項第１号の地区計画の区域（同法第１２条の５第

２項第１号の地区整備計画（市街地として計画されて

いる区域の面積が２０ヘクタール以上のものに限る。）

の区域に限る。）内で施行される同法第２９条第１項の

許可を受けた開発行為又は土地区画整理法（昭和２９

年法律第１０９号）の規定による土地区画整理事業に

より造成された区域 

 (2) 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）の規定

による公有水面の埋立てに係る区域（都市計画法第７

条第１項の市街化区域に隣接するものに限る。） 

２ 条例第２８条第２項に規定する規則で定める部分と

は，次に掲げる施設に係る部分のうち，これらの施設の用

途を考慮して市長が必要と認める部分とする。 

 (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規

定する学校の敷地のうち，運動場その他屋外の運動施

設 

 (2) 工場における煙突，変電設備その他の工場の稼働に

必要な屋外にある施設 
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用したエネルギーの供給設備（当該建築物の空地，

屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下

「緑化施設等」という。）に係る面積（以下「緑化施

設等面積」という。）の敷地面積（当該敷地内に規則

で定める部分を含むものにあっては，当該部分の面

積を除いた面積）に対する割合をいう。 

３ 緑化施設等面積は，規則で定めるところにより算

出するものとする。 

４ 建築基準法第８６条第１項から第４項まで（これ

らの規定を同法第８６条の２第８項において準用

する場合を含む。）の規定により一の敷地とみなさ

れる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築

物については，当該一団地又は区域を当該建築物の

一の敷地とみなして第１項の規定を適用する。 

 （緑化計画書の作成等） 

第２９条 特定緑化建築主は，次に掲げる事項を記載

した計画書（以下「緑化計画書」という。）を作成

し，市長に提出しなければならない。 

(1) 特定緑化建築主の氏名及び住所（法人にあっ

ては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地） 

  (2) 特定緑化建築物等の名称及び所在地 

 (3) 特定緑化建築物等の概要 

 (4) 特定緑化建築物等に係る緑化施設等の概要 

 (5) 前各号に掲げるもののほか，規則で定める事

項 

２ 特定緑化建築主は，特定緑化建築物等に係る工事

が完了するまでの間において，前項各号に掲げる事

項を変更しようとするときは，その内容を市長に届

け出なければならない。ただし，規則で定める軽微

な変更については，この限りでない。 

 （工事完了等の届出） 

第３０条 特定緑化建築主は，特定緑化建築物等に係

る工事が完了したとき，又は当該工事を取りやめ

たときは，速やかに，その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

 （特定緑化建築物等の維持管理） 

第３１条 特定緑化建築物等に係る工事の完了後，当

該特定緑化建築物等の所有者及び管理者は，その

緑化施設等の適切な維持管理をするよう努めなけ

ればならない。 

 （適用除外） 

第３２条 この節（第２７条を除く。）の規定は，次に

掲げる建築物及びその敷地については，適用しな

 (3) 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第５項

第２号の外郭施設 

 (4) 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１０条第１

項に規定する製造所，貯蔵所又は取扱所（以下「製造所

等」という。）（第１５条第３号に該当するものを除く。） 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が定める施設 

３ 条例第２８条第３項の規定による同条第２項の緑化施

設等面積（以下「緑化施設等面積」という。）の算出は，

別表の左欄に掲げる区分に応じて，それぞれ同表の右欄

に定める換算面積を合計することにより行うものとす

る。 

（緑化計画書の提出等） 

第１４条 条例第２９条第１項の規定による緑化計画書の

提出は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条

第１項若しくは第６条の２第１項の規定による確認の申

請予定日又は同法第１８条第２項の規定による計画の通

知予定日（以下「確認申請予定日等」という。）の７日前

までに行わなければならない。 

２ 条例第２９条第１項第５号に規定する規則で定める事

項は，次に掲げる事項とする。 

 (1) 条例第２８条第１項の特定緑化建築物等（以下「特

定緑化建築物等｣という。）に係る確認申請予定日等並

びに特定緑化建築物等に係る工事の着手予定日及び完

了予定日 

 (2) 前号に掲げるもののほか，市長が定める事項 

３ 条例第２９条第２項の規定による変更の届出は，当該

変更に係る工事の着手予定日の７日前までに行わなけれ

ばならない。 

４ 条例第２９条第２項ただし書の規則で定める軽微な変

更は，次に掲げるものとする。 

 (1) 特定緑化建築物等の敷地面積及び建築面積の変更を

伴わない変更であって，緑化施設等面積が減少しない

もの 

 (2) 条例第２９条第１項の緑化計画書に記載した確認申

請予定日等，工事の着手予定日又は完了予定日の変更

（当該工事の着手予定日又は完了予定日の前後１年以

内の日を変更後の工事の着手予定日又は完了予定日と

する変更に限る。） 

５ 市長は，条例第２９条第１項の規定により提出された

緑化計画書（同条第２項の規定による変更後の緑化計画

書を含む。）の内容からみて当該緑化計画書における特定

緑化建築物等に係る条例第２８条第１項の緑化率が条例

別表の右欄に定める割合以上であると認める場合には，

当該緑化計画書に係る同項の特定緑化建築主に対し，書
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い。 

 (1) 工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第６条

第１項の特定工場の用に供する建築物 

 (2) 前号に掲げるもののほか，第２８条第１項の

緑化率を別表の右欄に定める割合以上としない

ことについて正当な理由があると認められる建

築物その他の規則で定める建築物 

 

 

第５節 再生可能エネルギーの利用による地球温暖

化対策等 

（省略） 

第６節 その他の地球温暖化対策等 

（省略） 

第３章 雑則 

 （指導及び助言） 

第４４条 市長は，特定事業者，第１３条第１項の規

定により事業活動環境計画書を提出した事業者，特

定自動車使用事業者，第１９条第１項の規定により

自動車環境計画書を提出した事業者，特定建築主，

第２５条第１項の規定により建築物環境計画書を

提出した者，特定緑化建築主，特定エネルギー事業

者その他の関係人に対し，この条例に基づく措置の

実施に関し必要な指導及び助言をすることができ

る。 

 （報告又は資料の提出） 

第４５条 市長は，この条例の施行に必要な限度にお

いて，前条に規定する者に対し，この条例に基づく

措置の実施状況その他の必要な事項について，報告

又は資料の提出を求めることができる。 

 （立入調査等） 

第４６条 市長は，この条例の施行に必要な限度にお

いて，本市の職員に，第４４条に規定する者の同意

を得て，当該者に係る事業所，建築物若しくはその

工事現場その他の場所に立ち入り，施設，設備，建

築物，帳簿，書類その他の物件を調査させ，又は関

係人に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入調査又は質問をする職員

は，その身分を示す証明書を携帯し，関係人に提示

しなければならない。 

 （勧告） 

第４７条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者

に対し，必要な措置を講ずるよう勧告することがで

きる。 

面によりその旨を通知するものとする。 

 （適用除外) 

第１５条 条例第３２条第２号に規定する規則で定める建

築物とは，次に掲げるものとする。 

 (1) 国又は地方公共団体が管理する公園又は緑地内に建

築される建築物 

 (2) 建築基準法第３条第１項に規定する建築物又は同法

第８５条に規定する仮設建築物 

 (3) 製造所等であって，その建築物の敷地（建築基準法

施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第１号に規

定する敷地をいう。）の全部について消防法第１１条第

１項の規定による許可が行われたもの 

 (4) 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第１２

条第１項の火薬庫 

 (5) 道路，鉄道又は軌道で高架のものの下に存する建築

物 

 (6) 前各号に掲げるもののほか，市長が定める建築物 

 

 （第１６条から第１８条まで 省略） 
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 (1) 第９条第１項，同条第５項若しくは第１０条

（これらの規定を第１３条第２項において準用

する場合を含む。），第１６条第１項，同条第３項

若しくは第１７条（これらの規定を第１９条第２

項において準用する場合を含む。），第２２条第１

項，第２９条第１項，第３５条第１項若しくは第

２項又は第３６条の規定による提出をせず，又は

虚偽の記載をして提出をした者 

 (2) 第１３条第１項の事業活動環境計画書，第１

９条第１項の自動車環境計画書又は第２５条第

１項の建築物環境計画書に虚偽の記載をして提

出をした者 

 (3) 第１１条第１項（第１３条第２項において準

用する場合を含む。），第１８条第１項（第１９条

第２項において準用する場合を含む。）又は第３

７条第１項の規定による公表をせず，又は虚偽の

公表をした者 

 (4) 第２２条第１項又は第２５条第１項の規定に

より提出した建築物環境計画書の内容（第２２条

第２項（第２５条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による届出の内容を含む。）と異な

る工事をしていると認められる者 

 (5) 第２２条第２項若しくは第２３条（これらの

規定を第２５条第２項において準用する場合を

含む。），第２９条第２項又は第３０条の規定によ

る届出をせず，又は虚偽の届出をした者 

 (6) 第２９条第１項の規定により提出した緑化計

画書の内容（同条第２項の規定による届出の内容

を含む。次号において同じ。）又は第３０条の規定

による工事の完了に係る届出の内容が第２８条

第１項の規定に違反している者 

 (7) 第２９条第１項の規定により提出した緑化計

画書の内容と異なる工事をしていると認められ

る者 

 (8) 第４５条の規定による報告若しくは資料の提

出をせず，又は虚偽の報告若しくは資料の提出を

した者 

 （公表等） 

第４８条 市長は，前条の規定による勧告を受けた者

が当該勧告に従わないときは，その旨並びに当該勧

告を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては，そ

の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

を公表することができる。 

２ 市長は，前項の規定により公表しようとするとき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （意見を述べる機会の付与） 

第１９条 条例第４８条第２項の規定による通知は，書面

により行うものとする。 

２ 条例第４８条第２項に規定する公表の対象となる者

は，同項の規定による通知を受けた場合において，意見を

述べようとするときは，所定の期間内に，意見を記載した

書面を市長に提出しなければならない。この場合におい

て，公表の対象となる者は，証拠書類又は証拠物を併せて

提出することができる。 

 （計画書等の様式等） 

第２０条 次に掲げる書類の提出又は届出は，所定の様式

により行うものとする。 

  (1) 条例第９条第１項若しくは第１３条第１項の事業活

動環境計画書，条例第１６条第１項若しくは第１９条

第１項の自動車環境計画書，条例第２２条第１項若し

くは第２５条第１項の建築物環境計画書，条例第２９

条第１項の緑化計画書又は条例第３５条第１項のエネ
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は，あらかじめ，公表の対象となる者にその理由を

通知し，規則で定めるところにより，意見を述べる

機会を与えなければならない。 

 （委任規定） 

第４９条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長

が定める。 

   附 則（一部省略） 

１ この条例は，平成２２年４月１日から施行する。

ただし，第８条の規定は，平成２１年４月１日から

施行する。 

４ 施行日前において，建築基準法第６条第１項の規

定による確認の申請又は同法第１８条第２項の規

定による計画の通知がされている建築物及びその

敷地については，第２８条から第３１条までの規定

は，適用しない。 

５ 前３項に定めるもののほか，この条例の施行に関

し必要な経過措置に関する事項は，規則で定める。 

６ 市長は，この条例の施行後５年以内に，この条例

の施行の状況について検討を加え，その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。 

 

別表（第２８条関係） 

区       分 割       合 

建ぺい率の最高限度が１

０分の４以下の建築物の

敷地 

当該建築物の敷地面

積の１００分 の２０ 

建ぺい率の最高限度が１

０分の４を超え，１０分の

５以下の建築物の敷地 

当該建築物の敷地面

積の１００分の１５ 

建ぺい率の最高限度が１

０分の５を超え，１０分の

７以下の建築物の敷地 

当該建築物の敷地面

積の１００分の１０ 

建ぺい率の最高限度が１

０分の７を超える建築物

の敷地及び建築基準法の

規定による建ぺい率に関

する制限を受けない建築

物の敷地 

当該建築物の敷地面

積の１００分の５ 

 

 備考 この表において「建ぺい率の最高限度」とは，

建築基準法第５３条の規定による建ぺい率の最

高限度をいう。 

 

ルギー環境計画書 

  (2) 条例第９条第５項（条例第１３条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による変更後の事業活動環

境計画書，条例第１６条第３項（条例第１９条第２項

において準用する場合を含む。）の規定による変更後の

自動車環境計画書又は条例第３５条第２項の規定によ

る変更後のエネルギー環境計画書 

 (3) 条例第１０条（条例第１３条第２項において準用す

る場合を含む。)の事業活動環境報告書，条例第１７条

（条例第１９条第２項において準用する場合を含む。）

の自動車環境報告書又は条例第３６条のエネルギー環

境報告書 

  (4) 条例第２２条第２項（条例第２５条第２項において

準用する場合を含む。）の届出に係る届出書，条例第２

３条（条例第２５条第２項において準用する場合を含

む。）の届出に係る届出書，条例第２９条第２項の届出

に係る届出書又は条例第３０条の届出に係る届出書 

２ 前項各号に掲げる書類（条例第２３条（条例第２５条第

２項において準用する場合を含む。）の届出に係る届出書

及び条例第３０条の届出に係る届出書を除く。）は，正副

２通を提出しなければならない。 

 （委任規定） 

第２１条 この規則の施行に関し必要な事項は，市長が定

める。 

   附 則 

１ この規則は，平成２２年４月１日から施行する。ただ

し，第３条の規定は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２２年度における第４条第１項の規定の適用につ

いては、同項中「８月３１日」とあるのは、「１１月３０

日」とする。 

３ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）から平

成２２年４月２１日までの間に，特定建築物等に係る新

築等をしようとする者に対する第１１条第１項の規定の

適用については，同項中「条例第２２条第１項の特定建築

物（条例第２５条第１項の場合にあっては，同項の当該新

築等に係る建築物とする。以下「特定建築物等」という。）

に係る工事の着手予定日の２１日前までに」とあるのは，

「平成２２年４月１日以後速やかに」とする。 

４ 施行日から平成２２年４月３０日までの間に，特定緑

化建築物等に係る建築基準法第６条第１項の規定による

確認の申請又は同法第１８条第２項の規定による計画の

通知をしようとする者に対する第１４条第１項の規定の

適用については，同項中「建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第６条第１項の規定による確認の申請予定日

https://www.city.hiroshima.lg.jp/kikaku/houki/reiki_int/reiki_honbun/r500RG00001191.html#e000000094
https://www.city.hiroshima.lg.jp/kikaku/houki/reiki_int/reiki_honbun/r500RG00001191.html#e000000094
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又は同法第１８条第２項の規定による計画の通知予定日

の３０日前までに」とあるのは，「平成２２年４月１日以

後速やかに」とする。 

 

別表（第１３条関係） 

 

 区     分 換  算  面  積 

建築物の外壁に整備さ

れる条例第２８条第２

項の緑化施設（以下 

「緑化施設」という。）

（木本の植物に限る。

以下「壁面緑化施設」と

いう。） 

壁面緑化施設が整備される外

壁の 水平方向の長さに１メー

トルを乗じて得た面積（壁面緑

化施設のために補助資材が整

備されている場合にあっては，

当該補助資材で被われる面積） 

高さ４メートル以上の

樹木 
１４平方メートル 

高さ２．５メートル以

上４メートル未満の樹

木 

８平方メートル 

高さ１メートル以上

２．５メートル未満の

樹木 

４平方メートル 

高さ１メートル未満の

樹木 

当該樹木の樹冠の水平投影面

積又 は当該樹木に係る植込区

画の水平投影面積のうちいず

れか大きい面積 

壁面緑化施設以外の緑

化施設のうち，芝その

他の地被植物 

当該芝その他の地被植物に係

る植 込区画の水平投影面積

（当該芝その他の地被植物が

植込区画に存しない場合にあ

っては，当該芝その他の地被植

物の水平投影面積） 

花壇その他これに類す

るもの 

当該花壇その他これに類する

ものに係る植込区画の水平投

影面積（当該花壇その他これに

類するものが植込区画に存し

ない場合にあっては，当該花壇

その他これに類するものの水

平投影面積） 

 

水流，池その他これら

に類するもの（樹木等

と一体となって設けら

れるものに限る。） 

当該水流，池その他これらに類

するものの水平投影面積 

上記の施設に附属して

設けられる園路，土留

（植込区画の外縁をな

すものを除く。）その他

の施設 （以下「園路等」

という。） 

当該園路等の水平投影面積（他

の緑化施設の換算面積の合計

の４分の１を超えない範囲に

限り，換算面積に算入するもの

とする。） 

太陽光発電装置その他

再生可能エネルギーを

利用したエネルギーの

供給装置 

当該太陽光発電装置その他再

生可 能エネルギーを利用した

エネルギーの供給装置の水平

投影面積 
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 備考  

１ 道路境界線から５メートル以内の区域に設けられる緑

化施設であって，当該敷地の外部から容易に見ることが

できるものに係る換算面積は，当該緑化施設に対応する

この表の右欄に定める換算面積に１．５を乗じて得た面

積とする。 

２ 条例第２８条第２項の緑化施設等（壁面緑化施設を除

く。以下この備考の２において「緑化施設等」という。）

に係る換算面積の基礎となる水平投影面積に係る水平投

影面（樹木（高さ１メートル以上のものに限る。）にあっ

ては，当該樹木の幹の中心をその中心とし，当該樹木に係

る換算面積をその面積とする円の水平投影面。以下この

備考の２において同じ。）が，他の緑化施設等に係る換算

面積の基礎となる水平投影面積に係る水平投影面と重複

する場合におけるその重複する部分の水平投影面積につ

いては，そのいずれかの緑化施設等に係る換算面積にの

み算入するものとする。 

３ 可動式の緑化施設であって，その容量が１００リット

ル未満のものについては，換算面積の算出の対象としな

いものとする。 

４ この表において「補助資材」とは，植物を建築物の外壁

に固定するための格子状の資材等をいう。 

５ この表において「植込区画」とは，土留等で区画された

土地であって，緑化施設でおおむね被われるもののうち

市長が定めるものをいう。 
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Ｑ１ 事前協議を行ったうえでの計画書の提出にもかかわらず、「工事着手」ではなく「確
認申請」の 7日前という意味は何ですか。工事着手でよいのではないですか。 

Ａ１ 緑化計画書に記載された計画が、所定の緑化率を満足していないときは、緑化率を
満足させるため、場合によっては敷地内の建築物のレイアウトを変更しなければなら
ないことがあり、変更の必要性が判明した時点で、確認申請がすでに行われていると
きは、手戻りが生ずることになります。そのため、建築確認申請の 7日前に緑化計画
書の提出をお願いするものです。 

 

Ｑ２ 完了検査は、どこが行うのですか。 

Ａ２ 完了検査は、都市整備局緑化推進部緑政課が原則、現地の検査を行います。 

なお、店舗の営業上の理由等から検査の日時に希望がある場合は、ご連絡ください。 

基本的に検査の臨場は不要ですが、建物内への進入などの保安上の観点などから必
要な場合や検査員が必要と判断した場合は立会をお願いします。 

 

Ｑ３ 「５（２）キ 緑化施設等求積図」に「三斜求積やＣＡＤ等を用い」とありますが
具体的に教えてください。 

Ａ３ 面積の算出方法は、三斜求積法やＣＡＤによる座標求積が一般的ですが、その他の
方法により算出していただいてもかまいません。ただし、いずれの場合においても、
面積のチェックが行えるようにしておいてください。ＣＡＤによる求積の場合は、確
認のための目安として図面に適宜、寸法を図示してください。 

 
Ｑ４ 市道境界から５ｍ以内の区域に設けられた緑化施設において、境界部分にメッシュ

フェンスを設けた場合、敷地の外部から容易に見ることが出来るので、面積を 1.5倍
としてもよいのか。 

Ａ４ 沿道外部から容易に見ることができ、誰もが緑の恩恵を享受できるため、緑化施設
面積を 1.5倍できます。 

 

Ｑ５ 市道境界から５ｍ以内の区域に設けられた駐車場に緑化施設を設けた場合、駐車中
は緑化施設が見えなくなるが、緑地の割り増しはしてもよいのか。 

Ａ５ 常に車両が駐車しているわけではないため、沿道から緑の恩恵を享受できるものと
して、割増の対象としています。 

 

Ｑ６ 前面道路が位置指定道路の場合、緑地の５割増しはできないのか。 

Ａ６ 位置指定道路は私道のため、５割増しはできません。なお、二項道路も、私道の場
合は認められません（公道の場合は５割増しできます）。いずれにしても、公共団体が
管理し、将来的に存続が担保されている公共の道路である必要があります。 

 

 

④ 緑化推進制度 Ｑ＆Ａ 
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Ｑ７ 公共団体が管理する道路境界から５ｍ以内の区域に設けられた緑化施設は面積を
1.5 倍できるが、当該整備区域は開発中であり、まだ市道とはなっていない。この場
合は、どう取扱えばよいか。 

Ａ７ 開発行為完了後に市が引継ぎ、市道認定を行う予定であることが確認できれば、市
道予定地として沿道割増を認めることとします。このような場合は確認のため、相談
してください。 

 

Ｑ８ 工事完了後に緑化工事完了（工事取りやめ）届出書を速やかに提出することとなっ
ているが、本緑化工事の一部には種子吹付があり、これは現地確認の必要性からどの
ようにすればよいか。 

Ａ８ 種子吹付の場合は施工の確認が現地でできるので、速やかに届出書を提出してくだ
さい。しかし、播種の場合は芽吹きまで現地確認ができないので、芽吹きを確認でき
る状態になった時点で届出書を提出するようにしてください。 

 

Ｑ９ 数年前（令和元年５月）に緑化計画書を申請し、完成後の緑化率確認済まで完了し
た場所です。この緑化施設の一部を撤去して駐車場を増設したいのですが、どのよう
にすればよいか。 

Ａ９ やむを得ない事情から、完了した緑化施設の一部を撤去する場合、撤去後に敷地に
必要な緑化率を満たすのであれば、認めることとしています。しかし、満たさない場
合は、満たすように代替の緑化施設等を設けていただく必要があります。 

 

Ｑ10 植込み区画内の緑化を地被類であるタマリュウで考えているが、１㎡当り 10 ﾎﾟｯﾄ
での計画ではどうか。 

Ａ10 タマリュウの流通している規格はコンテナ径 7.5㎝・5芽立で、通常 44～100 ﾎﾟｯﾄ
/㎡で植栽されるものであり、10 ﾎﾟｯﾄでは空地部分が多く、植込み地を覆うのに年月
を要し、雑草地化の恐れもある。適正な植栽密度での計画をお願いします。 

 

Ｑ11 平成２０年３月に建設した共同住宅です。この敷地内の緑化施設の一部を撤去して
駐車場を増設したいのですが、どのようにすればよいか。 

Ａ11 条例の施行日は、平成２２年（2010年）４月１日です。この日以前の建築物につい
ては本条例は適用されませんので、それぞれの判断に基づいて行ってください。 

なお、条例の趣旨を考慮していただき、緑化施設を減少しない方向で緑化に協力し
ていただければ、ありがたく存じます。 
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緑化計画書 

項 目 細 目 チ ェ ッ ク 内 容 

申請者住所・氏名 記入漏れはないか？ □ 

特 定 緑 化 

建 築 物 等 

名 称 名称は記入しているか？ □ 

所 在 地 所在地は記入しているか？ □ 

特定緑化  

建 築 物 等 

の 概 要 

工事種別 チェックはしているか？ □ 

床 面 積 数量の確認用資料を添付しているか？ □ 

既存建築物の 
床面積の合計 数量の確認用資料を添付しているか？ □ 

敷地面積 求積図または地積測量図を添付しているか？ □ 

建ぺい率 面積案分による場合は、根拠資料を添付しているか？ □ 

用 途 記入漏れはないか？ □ 

実際の建ぺい率 記入漏れはないか？ □ 

緑化施設等

の 概 要  

全 般 小数点１位（小数点第２位切り捨て）で記入しているか？ □ 

緑化施設の面積 数量計算に誤りはないか？ □ 

太陽光発電装置
等の面積 水平投影面積であるか？ □ 

確認申請予定日等 ７日前までに申請書を提出しているか？ □ 

緑化施設等の管理 チェック及び管理者名に漏れがないか？ □ 

連 絡 先 申請内容について協議できる担当者を記入しているか？ □ 

添 付 図 面 及 び資料（カタロ

グ等） 

必要とするものを添付しているか？ 
・緑化施設の面積のうち５割増部分について、道路側からの
見え方のわかる資料を添付しているか？ 

・緑化施設の面積のうち駐車場を芝生等で緑化する場合、緑
被率が分かるカタログ等を添付しているか？ 

・緑化施設の面積のうち外壁を緑化する場合、補助資材等の
詳細が分かる図面又はカタログ等を添付しているか？ 

・緑化施設等の面積のうち太陽光発電装置等を設置する場
合、設置勾配のわかるもの及び製品の詳細が分かる図面又
はカタログ等を添付しているか？ 

・緑化施設の面積のうち樹木その他の植物と一体となる砂
利敷き、景石等を設ける場合、その面積割合が分かる資料
を添付しているか？ 

 
□ 
 
□ 
 
□ 
 
□ 
 
 
□ 
 

※緑化計画変更届出書については、「変更内容の概要」及び「緑化計画書の提出」欄以外、上記に

同じです。なお、「緑化計画書の提出」欄の「受付番号」は公印番号ではなく、「緑化計画書」の

「※受付欄」にスタンプしている印の番号（第〇—○○号）です（緑化工事完了（工事取りやめ）

届出書も同じ）。 

 

 

 

 

  

⑤ 緑化計画書等作成 チェックリスト 
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